
令
和
六
年
政
令
第
百
二
号

生
活
衛
生
等
関
係
行
政
の
機
能
強
化
の
た
め
の
関

係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関

係
政
令
の
整
備
等
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政

令
　
抄

内
閣
は
、
生
活
衛
生
等
関
係
行
政
の
機
能
強
化
の
た
め

の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第

三
十
六
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
食
品
衛
生
法
（
昭

和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
三
十
三
号
）
第
八
十
条
第
三
項

（
食
品
衛
生
法
及
び
栄
養
改
善
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
平
成
七
年
法
律
第
百
一
号
）
附
則
第
二
条
の
二
第
六

項
及
び
第
二
条
の
三
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
、
水
道
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
七
十
七

号
）
第
十
二
条
第
二
項
（
同
法
第
三
十
一
条
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
十
九
条
第
三
項
（
同
法

第
三
十
一
条
及
び
第
三
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
、
公
共
土
木
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
国

庫
負
担
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
七
号
）
第
三
条

及
び
第
八
条
の
二
、
東
日
本
大
震
災
に
対
処
す
る
た
め
の

特
別
の
財
政
援
助
及
び
助
成
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十

三
年
法
律
第
四
十
号
）
第
三
条
第
一
項
第
一
号
、
国
家
行

政
組
織
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
七
条

第
四
項
及
び
第
五
項
並
び
に
第
二
十
一
条
第
四
項
、
厚
生

労
働
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
七
号
）
第
十

一
条
第
二
項
並
び
に
生
活
衛
生
等
関
係
行
政
の
機
能
強
化

の
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
附
則
第
六
条

の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
水
道
法
を
実
施
す
る
た
め
、

こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

目
次第

一
章
　
関
係
政
令
の
整
備
等
（
第
一
条―

第
十
四

条
）

第
二
章
　
経
過
措
置
（
第
十
五
条―

第
十
七
条
）

附
則

第
二
章
　
経
過
措
置

（
指
針
の
効
力
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
五
条
　
生
活
衛
生
等
関
係
行
政
の
機
能
強
化
の
た
め

の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
整
備

法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
前
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の

合
理
化
及
び
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の
転
換
等
に
関
す

る
法
律
（
昭
和
五
十
四
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
十
五

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
従
前
の
主
務
大
臣
が
定
め
、

同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
し
た
指
針
（
水
道
法

に
よ
る
水
道
事
業
及
び
水
道
用
水
供
給
事
業
に
係
る
も

の
に
限
る
。
）
は
、
整
備
法
の
施
行
後
は
、
同
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
主
務
大
臣
が
定
め
、
同
条
第
四
項
の

規
定
に
よ
り
公
表
し
た
も
の
と
み
な
す
。

（
指
定
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
六
条
　
整
備
法
の
施
行
前
に
環
境
影
響
評
価
法
（
平

成
九
年
法
律
第
八
十
一
号
）
附
則
第
二
条
第
二
項
の
規

定
に
基
づ
き
厚
生
大
臣
、
農
林
水
産
大
臣
、
通
商
産
業

大
臣
及
び
建
設
大
臣
が
し
た
指
定
で
あ
っ
て
、
中
央
省

庁
等
改
革
関
係
法
施
行
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
六

十
号
）
第
千
三
百
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労

働
大
臣
、
農
林
水
産
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
国
土

交
通
大
臣
が
し
た
指
定
と
み
な
さ
れ
た
も
の
は
、
整
備

法
の
施
行
後
は
、
農
林
水
産
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
及

び
国
土
交
通
大
臣
が
し
た
指
定
と
み
な
す
。

２
　
整
備
法
の
施
行
前
に
経
済
施
策
を
一
体
的
に
講
ず
る

こ
と
に
よ
る
安
全
保
障
の
確
保
の
推
進
に
関
す
る
法
律

（
令
和
四
年
法
律
第
四
十
三
号
）
第
五
十
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
し
た
同
項
第
四
号
に
掲

げ
る
事
業
に
係
る
指
定
は
、
整
備
法
の
施
行
後
は
、
国

土
交
通
大
臣
が
し
た
指
定
と
み
な
す
。

（
省
令
の
効
力
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
七
条
　
整
備
法
の
施
行
前
に
環
境
影
響
評
価
法
の
規

定
に
よ
り
発
せ
ら
れ
た
河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律

第
百
六
十
七
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
河
川
に

関
す
る
ダ
ム
の
新
築
並
び
に

せ
き堰

の
新
築
及
び
改
築
の
事

業
に
係
る
厚
生
省
・
農
林
水
産
省
・
通
商
産
業
省
・
建

設
省
令
は
、
整
備
法
の
施
行
後
は
、
環
境
影
響
評
価
法

の
規
定
に
よ
り
発
せ
ら
れ
た
農
林
水
産
省
・
経
済
産
業

省
・
国
土
交
通
省
令
と
し
て
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と

す
る
。

２
　
整
備
法
の
施
行
前
に
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の

保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る

法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
第
三
条
第

一
項
、
第
四
条
第
一
項
及
び
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
発
せ
ら
れ
た
厚
生
労
働
省
・
農
林
水
産
省
・
経
済

産
業
省
・
国
土
交
通
省
・
環
境
省
令
は
、
整
備
法
の
施

行
後
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
発
せ
ら
れ
た
農
林
水

産
省
・
経
済
産
業
省
・
国
土
交
通
省
・
環
境
省
令
と
し

て
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。
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